
№ 変更理由 項目 ページ 計画案（変更後） 素案（変更前）

1

パブリック・コメント

№35、36自転車ネッ

トワーク計画に基づき

整備した路線の図示

及び写真の道路名称

の記載についての意見

を踏まえて追記

自転車が「走る」

環境を整える
P.6

※区道の整備済み区間の明記

「新宿区自転車等の利用と駐輪対策に関する総合計画」改定素案からの主な変更点

　※「新宿区自転車等の利用と駐輪対策に関する総合計画」改定素案からパブリック・コメント等を踏まえて修正しています。

　　主な変更点は以下のとおりです。

第Ⅰ章　自転車等総合計画について

資料４

1



№ 変更理由 項目 ページ 計画案（変更後） 素案（変更前）

2

パブリック・コメント

№48自転車等整理

区画の廃止について

記載すべきとのご意見

を踏まえて追記

自転車を「止め

る」環境の質を高

める

P.9

　なお、民間事業者を活用した駐輪場の整備にあわせ、道路占

用許可基準に適合しない「自転車等整理区画」については、廃

止をしました。

記載なし

3

パブリックコメント

自主修正

№88自転車の歩道

通行は例外を記載す

べきとのご意見及び素

案策定後の自転車に

関する法改正等の変

化を踏まえて追記

ルールやマナーを

「守る」意識を育

てる

P.15

記載なし
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№ 変更理由 項目 ページ 計画案（変更後） 素案（変更前）

4

自主修正

素案策定後の自転車

に関する法改正等の

変化を踏まえて追記

E　自転車利用

ルールやマナーの

向上

P.48

　平成27年６月の道路交通法の改正により悪質な違反を繰り

返す自転車利用者に対して「自転車運転者講習」を義務付け

る制度が始まりました。また、道路交通法が改正され、令和5年

４月からは、全ての自転車利用者に対してヘルメットの着用が努

力義務化されます。

　区でも警察や関係機関との連携を強化し、自転車利用者が

ルールやマナーを守る意識を高めていく取組を一層推進していき

ます。

　平成27年６月の道路交通法の改正により悪質な違反を繰り

返す自転車利用者に対して「自転車運転者講習」を義務付け

る制度が始まりました。区でも警察や関係機関との連携を強化

し、自転車利用者がルールやマナーを守る意識を高めていく取組

を一層推進していきます。

5

自主修正

素案策定後の自転車

に関する法改正等の

変化を踏まえて追記

E　自転車利用

ルールやマナーの

向上

P.48

● 一部の自転車利用者が、「車道の左側」等の基本的な

　　交通ルールを知らない、知っていても守らない等、不適切

　　な利用をすることで、自分自身や周りの歩行者等を含め

　　て、危険な状況を作り出している現状にあります。

● 警視庁は、令和４年より信号無視等悪質な自転車の交

　　通ルール違反に対して、交通切符の交付による検挙も視

　　野に、取締りを強化する方針を示しています。

● 基本的な駐輪ルールとしての「放置」の定義を正しく理解

　　していない、多少の「放置」は仕方がないと思う等、不適

　　切な駐輪をすることで、歩道が通行しにくくなったり、まちの

　　美観を損なう原因になる現状にあります。

● 一部の自転車利用者が、「車道の左側」等の基本的な

　　交通ルールを知らない、知っていても守らない等、不適切

　　な利用をすることで、自分自身や周りの歩行者等を含め

　　て、危険な状況を作り出している現状にあります。

● 基本的な駐輪ルールとしての「放置」の定義を正しく理解

　　していない、多少の「放置」は仕方がないと思う等、不適

　　切な駐輪をすることで、歩道が通行しにくくなったり、まち

　　の美観を損なう原因になる現状にあります。

第Ⅱ章　目標と基本方針
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№ 変更理由 項目 ページ 計画案（変更後） 素案（変更前）

6

自主修正

素案策定後の自転車

に関する法改正等の

変化を踏まえて追記

E　自転車利用

ルールやマナーの

向上

P.52

● フードデリバリーの普及により、従来と異なる自転車の業務

　　利用が増えています。

● 令和４年４月の道路交通法の改正により、電動キック

　　ボードが新たに「特定小型原動機付自転車」に位置付け

　　られ、令和5年7月から法律が施行されます。

●  電動キックボードは、自転車と通行空間が同じ場所であ

　　るとともに、最高速度の制御（6㎞/h）とそれに連動する

　　表示をした場合は、例外的に歩道（自転車通行可の歩

　　道のみ）等の通行が可能となります。

● 電動キックボードの交通ルールの周知が不十分で認知され

　　ていない状況です。

● フードデリバリー、電動キックボード等の運営事業者により、

　　利用者に対して、アプリ等を通じた交通安全情報の発信

　　や、ルール・マナー啓発を行っています。

● フードデリバリーの普及により、従来と異なる自転車の業務

　　利用が増えています。

● 電動キックボードに関する新たな法制度の検討が進む中

　　で、自転車と通行空間が同じ場所となる新たなモビリティと

　　の交通事故等が懸念されます。

● 電動キックボードの交通ルールの周知が不十分で認知され

　　ていない状況です。

● フードデリバリー、電動キックボード等の運営事業者により、

　　利用者に対して、アプリ等を通じた交通安全情報の発信

　　や、ルール・マナー啓発を行っています。
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